
相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、障害福祉人材の定着・育成を目的として、障害福祉サービス

事業を行う法人がキャリアアップ支援のために障害福祉職員等に研修を受講させ

た場合に、市が補助金を交付することについて、相模原市補助金等に係る予算の

執行に関する規則(昭和４５年相模原市規則第２３号。以下「規則」という。)に

規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）障害福祉サービス事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律(平成１７年法律第１２３号)及び児童福祉法(昭和２２年法律第１

６４号)に規定する障害福祉サービス等であって、別表に定める事業をいう。 

（２）障害福祉職員等 市内の障害福祉サービス事業所に勤務する従業者のうち、

事務員、調理員、清掃員又は運転手等、障害児者の直接処遇に関わらない者を

除いた従業者をいう。 

 (補助事業等) 

第３条 規則第２条第２号に規定する補助事業等は、次に掲げるものとする。 

（１）障害福祉職員等を対象に事業所内研修を実施する事業 

外部から講師を招いて行う事業所内研修(当該補助金の交付を申請する法人

と同一法人に所属する者を講師とする場合を除く。) 

（２）障害福祉職員等を次の研修へ派遣する事業 

ア 介護福祉士の資格取得に係る研修 

イ 社会福祉士の資格取得に係る研修 

ウ 精神保健福祉士の資格取得に係る研修 

エ 介護保険法(平成９年法律第１２３号）に規定する介護職員初任者研修及

び生活援助従事者研修 

オ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和６２年法律第３０号）に規定する喀痰

吸引等研修 

カ 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平



成１８年厚生労働省告示第５３８号)」に規定する重度訪問介護従業者養成

研修、同行援護従業者養成研修及び行動援護従業者養成研修 

キ 「指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの

(平成２４年厚生労働省告示第２２５号)」等に規定する相談支援従事者初任

者研修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員研修 

ク 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労

働大臣が定めるもの(平成１８年厚生労働省告示第５４４号)」に規定するサ

ービス管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修 

ケ 「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労

働大臣が定めるもの(平成２４年厚生労働省告示第２３０号)」に規定する児

童発達支援管理責任者基礎研修、実践研修及び更新研修 

コ その他国又は地方公共団体が障害福祉職員等を対象に実施する研修(地方

公共団体の長が指定した者が実施する研修を含む。) 

(補助金の交付の対象) 

第４条 この補助金の交付を受けることができる者は、市内で障害福祉サービス事

業を運営し、キャリアアップ支援のために前条に規定する事業を実施した法人と

する。 

(補助対象経費) 

第５条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲

げるものとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除くものとする。 

（１）第３条第１号に該当する事業に要する経費のうち、謝礼、旅費(講師に要す

るものに限る。)及び委託料 

（２）第３条第２号に該当する事業に要する経費のうち、需用費(教材費等)及び負

担金(研修受講料等)  

（３）前２号に掲げるもののほか、研修の受講について市長が必要と認める経費 

２ 前項第２号の経費については、１人当たり１万円以上（税込み）のものを対象

とする。 

(補助金の額) 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費総額

に１００分の５５を乗じて得た額以内とし、会計年度毎に１法人当たり１５万円

を限度とする。 



２ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨て

る。 

(交付の申請) 

第７条 補助事業者等は、原則として、次に掲げる期日までに交付申請を行うもの

とする。 

（１）研修受講日に定めのある場合は、研修受講日(複数日で行われる場合にあっ

ては、受講初日)の前日まで 

（２）自宅学習等、研修受講日に定めがない場合は、自宅学習等を行う日(複数日

で行われる場合にあっては、自宅学習の初日)の前日まで 

（３）研修受講日に定めのある場合及び定めがない場合を含む複合的な研修である

場合は、研修受講日(複数日で行われる場合にあっては、受講初日)又は自宅学

習等を行う日(複数日で行われる場合にあっては、自宅学習の初日)のいずれか

早い日の前日まで 

２ 規則第４条第１項第１号の補助事業等計画書の様式は、別記様式とする。 

３ 規則第４条第１項第２号の書類は省略するものとする。 

４ 規則第４条第１項第５号の市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

（１）研修実施要領等受講する研修の内容がわかる書類 

（２）その他市長が必要と認める書類 

(交付の条件) 

第８条 規則第６条に規定する条件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 

（１）申請に係る補助対象経費について、補助事業者等が全額を負担していること。 

（２）申請に係る補助対象経費について、他の制度による補助を受けていないこと。 

(申請の取下げ) 

第９条 規則第７条第１項の市長が定める期日は、交付決定通知があったことを知

った日から１０日を経過した日までとする。 

(実績報告) 

第１０条 規則第１４条第１項の市長が定める期日は、補助事業等の完了後３０日

を経過した日(当該経過した日が補助事業等の完了があった日の属する市の会計

年度の末日後の日となる場合は、当該会計年度の末日)までとする。  

２ 規則第１４条第３項の規定により、規則第１４条第１項第１号の書類を省略す

るものとする。 



３ 規則第１４条第１項第３号の市長が必要と認める書類は、次の書類とする。 

（１）受講証の写し、研修報告書の写し、修了証書の写し等受講が確認できるもの 

（２）負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類 

（３）その他市長が必要と認める書類 

(委任) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関する必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１月６日から施行し、令和６年度の予算に係る補助金か

ら適用する。ただし、第７条第１項第１号から第３号までの規定は令和７年度の

予算に係る補助金から適用する。 

（交付の申請について） 

２ 第７条第１項の規定については、令和６年度の予算に係る補助金に限り、同条

中、「次に掲げる期日」とあるのは、「令和７年３月３１日」とする。 

３ 第１０条第１項の規定については、令和６年度の予算に係る補助金に限り、同

条中、「補助事業等の完了後３０日を経過した日(当該経過した日が補助事業等の

完了があった日の属する市の会計年度の末日後の日となる場合は、当該会計年度

の末日)まで」とあるのは、「令和７年３月３１日」とする。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表（第２条第１項関係) 

１ 障害者支援施設等 ア 施設入所支援 

イ 共同生活援助 

ウ 福祉型障害児入所施設 

エ 医療型障害児入所施設 

２ 通所系サービス事業所 ア 療養介護 

イ 生活介護 

ウ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

エ 就労移行支援 

オ 就労継続支援Ａ型 

カ 就労継続支援Ｂ型 

キ 児童発達支援 

ク 放課後等デイサービス 

ケ 短期入所 

コ 就労選択支援 

３ 訪問系サービス事業所 ア 居宅介護 

イ 重度訪問介護 

ウ 同行援護 

エ 行動援護 

オ 就労定着支援 

カ 自立生活援助 

キ 居宅訪問型児童発達支援 

ク 保育所等訪問支援 

４ 相談支援事業所 ア 計画相談支援 

イ 地域移行支援 

ウ 地域定着支援 

エ 障害児相談支援 

５ 地域生活支援事業 ア 移動支援事業 

イ 日中短期入所事業 

ウ 障害者一時ケア事業 

エ 地域活動支援センター 

 


